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男女の平等について

男女平等になるために優先すべきこと
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差別的な社会通念やしきたりをなくすこと

男性が女性の社会的地位向上に関して、
理解し協力すること

子どものときから、家庭や学校で男女の
平等について教えること

男性、女性それぞれが自分たちのあり方に
対して、問題意識と自覚を持つこと

女性が経済的に自立し、政治・社会活動に
参画すること

国・地方自治体が男女平等になるための
施策の充実と普及活動を行なうこと

職場において、雇用・昇進・賃金・
待遇などの男女の差別をなくすこと

その他

特に必要なことはない

無回答

全体 (n=528)
男性 (n=230)
女性 (n=298)
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計画策定の趣旨

計画の位置づけと計画の期間

男女共同参画に関する市民意識調査結果概要
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総合目標総合目標

基本理念基本理念

施策の体系
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推進体制の充実

市・市民・事業者・自治組織等・教育に携わる者の役割
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相談窓口

市の相談窓口

山梨県の相談窓口

第３次 甲州市男女共同参画推進計画
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